
八幡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定支援業務に係る仕様書（案） 

 

１ 業務の名称 

八幡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定支援業務 

 

２ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

＜ニーズ調査業務＞ 

（１）目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条第１項に基づ

く障がい福祉計画及び児童福祉法第３３条の２０第１項に基づく障がい児福祉計画を策

定するために、八幡市に必要となるニーズ調査、分析を行うことを目的とする。 

（２）業務内容 

① 本市の障がい福祉に関する現状と課題の分析等 

(ア) 人口推移と将来人口予測（手帳所持者等） 

（イ）現状分析から予測する将来ニーズ量の算定 

(ウ) 地域性を鑑みた課題分析等 

（エ）施設入所者が地域移行するための課題分析等 

（オ）地域生活支援拠点を含めた相談支援の現状分析等 

(カ) 精神障がい者への支援体制の現状分析等 

（キ）福祉施設から一般就労へ移行するための課題抽出 

(ク) 障がい児者支援の提供体制の現状把握、課題抽出 

② ニーズ調査準備のための打合せ 

③ 市民ニーズ調査及び調査結果分析 

(ア) 調査項目設定 

(イ) 調査票案の作成  Ａ４版、２０ページ程度、データ納品 

障がい児用、障がい者用、住民用、事業所用、医療機関用 

(ウ) データ入力 

(エ) データ収集、単純集計、クロス集計、相関関係の探索・発見、自由回答の取り

まとめと分析 

(オ) 集計結果報告  報告の収録データ納品 

(カ) WEB回答が可能な仕様 

④ 調査結果に基づく必要なサービスとその分量の整理・分析 

(ア) 現行制度のニーズ量の算出 

国又は府への報告が必要な事業の「量の見込み」を算出し、「確保方策」の検討 

(イ) 八幡市に特に必要となる施策の事業量の算出 

⑤ 国の動向及び他市の状況報告 



⑥ 下記に関する提案 

(ア) 本市の障がい福祉の基本的方向性に関する提案 

(イ) 施設入所者が地域生活へ移行するために必要な支援体制の提案 

(ウ) 本市の相談支援を有効に活用するための提案 

  （地域生活支援拠点の今後の活用方法を含めたことにも言及すること） 

(エ) 八幡市に特に必要となる精神障がい者支援体制の提案 

  （提案内容は地域住民の協力を得ながら精神障がい者の地域移行を進め、差別や

偏見のない、あらゆる人が共生できる地域となる提案にすること） 

（オ）福祉施設から一般就労への移行に向けた支援方法の提案 

（カ）ニーズ調査を踏まえた提供体制の提案 

（キ）計画推進に向けた施策の提案 

（ク）計画策定や計画推進に向けた住民参画の方策に関する提案 

⑦ ①から⑥までの電子データの提供 

⑧ 国及び京都府の最新の障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の反映 

⑨ ニーズ調査実施期間 令和８年７月頃（予定） 

⑩ 受注業務実施責任者、進捗状況管理者、業務担当者、資料検査者の報告 

（３）成果品 

① ニーズ調査報告書（データ納品） 

Ａ４版、表紙、本文１色、字体ＭＳ明朝、サイズ１１ポイントを基準とする。 

② ①に関する電子データ一式を電子メールにて提出すること。 

（文書はＭＳ－Ｗｏｒｄ、データはＭＳ－Ｅｘｃｅｌを使用する。） 

＜計画策定業務＞ 

（１）目的 

ニーズ調査の分析結果等を通して認識した、今後必要となる障がい福祉施策の目標値

や提供体制を八幡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に反映させ、有益で実行性の

ある計画を作成することを目的とする。 

（２）業務内容 

① 計画策定準備のための打合せ  

② ニーズ調査結果分析の整理 

(ア) 人口分析結果に基づくニーズ量、課題分析等 

(イ) 障がい福祉需要等の推計 

(ウ) 障がい児者数の将来推計 

(エ) 策定指針に基づく施策別の目標指標にかかる目標事業量の推計 

③ 計画書策定 

(ア) 計画策定方針の検討、整理 

(イ) 計画書の構成、内容、施策体系等の整理 

(ウ) 潜在的需要と八幡市の現状を踏まえたサービスの必要量の把握と計画への反映 

(エ) 調査結果からの目標数値設定と提供体制の確保の検討 



(オ) 具体的な支援施策の策定・評価指標の検討 

(カ) 計画書素案作成・修正・校正 

(キ) 計画書全体の取りまとめ及び計画書のデザイン、編集、イラスト作成、校正 

(ク) 誤字、脱字、表現の統一等の検査 

④ 国における定量的目標値の設定 

(ア) 全国共通で設定が期待される事項項目の目標事業量の設定 

(イ) 地域における活用可能な資源状況等の把握 

(ウ) 市民の利用率の高まりに応じた潜在的ニーズに対応した事業拡充の検討 

⑤ 国の動向及び京都府、他市の状況報告 

⑥ ①から⑧までの電子データの提供 

⑦ 国の最新の基本方針の反映 

⑧ 計画推進に向けた施策の検討 

⑨ 受注業務実施責任者、進捗状況管理者、業務担当者、資料検査者の報告 

（３）成果品 

① 計画書作成 

データ納品（Ａ４版 ９０ページ程度） 

② 計画書及び計画書（案）原稿を八幡市ホームページ上に公開できるよう、ＰＤＦフ

アイル等（ルビ付き含む）で提出 

③ ①、②に関する電子データ一式を電子メールにて提出すること。 

（文書はＭＳ－Ｗｏｒｄ、データはＭＳ－Ｅｘｃｅｌを使用すること。） 

 

４ その他  

（１） 業務遂行にあたり、個人情報の保護に関する法律に基づき適正な個人情報の取扱い

を行うこと。 

（２）本事業により生じた財産権、知的財産権は、原則八幡市に帰属することとなる。 

（３） 受注者は八幡市から常に連絡を受け取れる状態とし、担当課からの申し出があった

際は、原則担当課に出向き、調整等を行うこと。 

（４） この仕様書に定めのない軽微な業務について、八幡市の指示に従うこと。 

 

５ 留意事項 

現計画の結果を精緻に分析し、国の動向や社会情勢の変化を踏まえるとともに、国の「障

害者基本計画」や京都府の「障害者基本計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」との

整合を十分図るものとする。 

また、策定に当たっては、「八幡市総合計画」および「八幡市地域福祉推進計画」、「八幡

市高齢者健康福祉計画及び介護保険事業計画」、「八幡市子ども・子育て支援事業計画」と

の調和を保つこととし、ＰＤＣＡサイクルを導入することを念頭に策定業務にあたること。     

なお、調査票および計画書の印刷、調査票の郵送については、本業務委託から除く。 


